
 
 

 
 

 
 ○

総
務
省
令
第
九
号 

 

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
五
年
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 
 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も

の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

  



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
損
壊
又
は
故
障
に
よ
る
利
用
者
へ
の
影
響
が
軽
微
な
電
気
通
信
設
備
） 

第
二
十
七
条
の
二 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

［
一 

略
］ 

二 

電
気
通
信
事
業
者
が
自
ら
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
と
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の

附
属
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
様
式
第
四
の
表

の
一
か
ら
三
十
四
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
ご
と
に
次
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
し
な
い
も
の 

［
イ
～
ニ 

略
］ 

ホ 

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
七
号
の
二
に
規
定
す
る
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
（
第
二

十
七
条
の
四
第
二
号
ロ
並
び
に
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
及
び
第
十
二
号
に
お
い
て
単
に
「
特
定

携
帯
電
話
用
設
備
」
と
い
う
。
） 

ヘ 

［
略
］ 

［
三 

略
］ 

（
損
壊
又
は
故
障
に
よ
る
利
用
者
へ
の
影
響
が
軽
微
な
電
気
通
信
設
備
） 

第
二
十
七
条
の
二 

［
同
上
］ 

［
一 

同
上
］ 

二 

電
気
通
信
事
業
者
が
自
ら
設
置
す
る
伝
送
路
設
備
及
び
こ
れ
と
接
続
さ
れ
る
交
換
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の

附
属
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
（
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
様
式
第
四
の
表

の
一
か
ら
三
十
四
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
ご
と
に
次
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
し
な
い
も
の 

［
イ
～
ニ 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

  

ホ 

［
同
上
］ 

［
三 

同
上
］ 

（
内
容
、
利
用
者
の
範
囲
等
か
ら
み
て
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る

電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
等
） 

第
二
十
七
条
の
二
の
二 

［
略
］ 

２ 

法
第
四
十
一
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

  

一 

様
式
第
四
の
表
の
一
か
ら
三
十
四
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
ご
と
に
次
の
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も
の 

イ 

前
年
度
末
に
お
け
る
利
用
者
の
数
が
百
万
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

電
気
通
信
役
務
の
対
価
と
し
て
の
料
金
の
支
払
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
の
指
定
を
受
け
て
提
供
さ
れ
る
も

の 

（
内
容
、
利
用
者
の
範
囲
等
か
ら
み
て
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る

電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
等
） 

第
二
十
七
条
の
二
の
二 

［
同
上
］ 

２ 

法
第
四
十
一
条
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
様
式
第
四
の
表
の
一
か
ら
三
十
四
ま
で

に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
ご
と
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

前
年
度
末
に
お
け
る
利
用
者
の
数
が
百
万
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

   

二 

電
気
通
信
役
務
の
対
価
と
し
て
の
料
金
の
支
払
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
を
要
し
な
い
設
備
） 

第
二
十
七
条
の
四 

法
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

［
一 

略
］ 

 

二 

既
に
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
を
行
つ
た
自
己
の
電
気
通
信
設
備
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
自

己
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
種
類
を
変
更
す
る
場
合
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
） 

 
 

［
イ 

略
］ 

 
 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
、

携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
該
当
す
る
も
の
で
な
か
つ
た
も
の
が

当
該
変
更
に
よ
り
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
該
当
す
る
場
合 

 

［
三 

略
］ 

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
を
要
し
な
い
設
備
） 

第
二
十
七
条
の
四 

［
同
上
］ 

  

［
一 

同
上
］ 

 
二 

［
同
上
］ 

  
 

［
イ 

同
上
］ 

 
 

ロ 
イ
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
、

携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
該
当
す
る
も
の
で
な
か
つ
た
も
の
が
当
該
変
更
に
よ
り
こ
れ
ら

の
い
ず
れ
か
の
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
該
当
す
る
場
合 

 

［
三 

同
上
］ 

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
の
届
出
） 

（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
自
己
確
認
の
届
出
） 



 

  
 

第
二
十
七
条
の
五 

法
第
四
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
の
二
の
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事

業
用
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

［
一
～
三 
略
］ 

四 

携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

電
気
通
信
設
備
に
限
る
。
） 

次
に
掲
げ
る
書
類 

［
イ
～
ハ 

略
］ 

 

 

［
五
～
十
一 

略
］ 

 

十
二 

法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用

設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ソ
及
び
ク
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

［
ロ
～
ニ 

略
］ 

 

 

［
十
三
・
十
四 

略
］ 

［
２ 

略
］ 

第
二
十
七
条
の
五 

［
同
上
］ 

   

［
一
～
三 

同
上
］ 

四 

携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
に
限
る
。

） 

次
に
掲
げ
る
書
類 

［
イ
～
ハ 

同
上
］ 

 

 

［
五
～
十
一 

同
上
］ 

 

十
二 

法
第
四
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備 

 

 

次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
、
ル
、
ソ
及
び
ク
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

［
ロ
～
ニ 

同
上
］ 

 

［
十
三
・
十
四 

同
上
］ 

［
２ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 



  
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 
 



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
目
次 ［

第
一
章 

略
］ 

第
二
章 
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設

備 

［
第
一
節
～
第
四
節 

略
］ 

第
五
節 

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
設
備 

［
第
一
款
～
第
三
款 
略
］ 

第
四
款 

携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備(

第
三
十
五
条
の
十
六
―
第

三
十
五
条
の
二
十
三)

 

［
第
五
款 

略
］ 

［
第
三
章
～
第
六
章 

略
］ 

附
則 

（
定
義
） 

第
三
条 

［
略
］ 

２ 

こ
の
規
則
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

 

［
一
～
七 

略
］ 

七
の
二 

「
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
」
と
は
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
、
電
気
通
信
設
備
又
は
提
供
す

べ
き
電
気
通
信
役
務
の
種
類
又
は
内
容
を
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
四
号
）
別
表
第
四

号
に
掲
げ
る
音
声
伝
送
携
帯
電
話
番
号
に
よ
り
識
別
す
る
た
め
の
電
気
通
信
設
備
及
び
こ
れ
と
一
体
と
し
て

設
置
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の

用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。 

［
八 

略
］ 

九 

「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
等
」
と
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
音
声
伝

送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話

番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
、
携
帯
電
話
用

設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
を
い
う
。 

［
十
～
十
三 

略
］ 

目
次 ［

第
一
章 

同
上
］ 

第
二
章 

［
同
上
］ 

 

［
第
一
節
～
第
四
節 

同
上
］ 

第
五
節 

［
同
上
］ 

［
第
一
款
～
第
三
款 

同
上
］ 

第
四
款 

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備(

第
三
十
五
条
の
十
六
―
第
三
十
五
条
の
二
十
三)

 

 

［
第
五
款 

同
上
］ 

［
第
三
章
～
第
六
章 

同
上
］ 

附
則 

（
定
義
） 

第
三
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
七 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

    

［
八 

同
上
］ 

九 

「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
等
」
と
は
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
（
音
声
伝

送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
四
号
）

別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト

コ
ル
電
話
用
設
備
、
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
を
い
う
。 

［
十
～
十
三 

同
上
］ 

第
八
条
の
二 

携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
は
、
多
数
の
移
動
端
末
設
備
が

同
時
に
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す
る
場
合
等
に
生
じ
る
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
に
よ
り
電
気

通
信
役
務
の
提
供
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
が
講

じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
・
二 

略
］ 

第
八
条
の
二 

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
は
、
多
数
の
移
動
端
末
設
備
が
同
時
に
電
気
通
信
設
備
と

接
続
す
る
場
合
等
に
生
じ
る
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
の
瞬
間
的
か
つ
急
激
な
増
加
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
重
大

な
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

［
一
・
二 

同
上
］ 



 

２ 
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
は
、
移
動
端
末
設
備
に
由
来
す
る
制
御
信

号
の
増
加
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

措
置
の
い
ず
れ
か
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
・
二 
略
］ 

２ 

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
は
、
移
動
端
末
設
備
に
由
来
す
る
制
御
信
号
の
増
加
に
よ
り
電
気
通

信
役
務
の
提
供
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
が
講
じ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
・
二 

同
上
］ 

第
四
款 

携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備 

（
適
用
の
範
囲
） 

第
三
十
五
条
の
十
六 
こ
の
款
の
規
定
（
第
三
十
五
条
の
十
九
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
の
二
十
三
を
除
く
。
）

は
、
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
を
除
く
。
第
三
章
第

五
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

第
四
款 

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備 

（
適
用
の
範
囲
） 

第
三
十
五
条
の
十
六 

こ
の
款
の
規
定
（
第
三
十
五
条
の
十
九
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
の
二
十
三
を
除
く
。
）

は
、
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
特
定
端
末
設
備
を
除
く
。
第
三
章
第
五
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
接
続
品
質
） 

第
三
十
五
条
の
十
九 

［
略
］ 

［
２ 

略
］ 

３ 

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
と
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
又

は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
を
接
続
し
た
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
接
続
品
質
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
一
号
中
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
」
と
、
同
条

第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
中
「
選
択
信
号
」
と
あ
る
の
は
「
選
択
信
号
又
は
電
気
通
信
番
号
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

（
接
続
品
質
） 

第
三
十
五
条
の
十
九 

［
同
上
］ 

［
２ 

同
上
］ 

３ 

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
と
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
を
接
続

し
た
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
接
続
品
質
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
事

業
用
電
気
通
信
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第

五
号
中
「
選
択
信
号
」
と
あ
る
の
は
「
選
択
信
号
又
は
電
気
通
信
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
適
用
の
範
囲
） 

第
三
十
六
条 

こ
の
款
の
規
定
（
第
三
十
六
条
の
四
第
三
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
を
除
く
。
）
は
、
音
声
伝
送

役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
特
定
端
末
設
備
並
び
に
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備

、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
電

気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
、
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話

用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
を
除
く
。
第
三
十
六
条
の
四
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ

い
て
適
用
す
る
。 

（
適
用
の
範
囲
） 

第
三
十
六
条 

こ
の
款
の
規
定
（
第
三
十
六
条
の
四
第
三
項
及
び
第
三
十
六
条
の
九
を
除
く
。
）
は
、
音
声
伝
送

役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
特
定
端
末
設
備
並
び
に
二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備

、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
電

気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
、
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設

備
を
除
く
。
第
三
十
六
条
の
四
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

（
特
定
端
末
設
備
） 

第
三
十
六
条
の
九 

端
末
規
則
第
五
章
及
び
第
七
章
並
び
に
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る

固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
、
携
帯

電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
を
除
き
、
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
端
末
規
則
第
三
十
五
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電

気
通
信
事
業
者
」
と
、
「
第
四
章
か
ら
前
章
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵

政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
十
六
条
の
九
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
五
章
及
び
第
七
章
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
端
末
設
備
） 

第
三
十
六
条
の
九 

端
末
規
則
第
五
章
及
び
第
七
章
並
び
に
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（

二
線
式
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
、
電
気
通
信
番
号
規
則
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る

固
定
電
話
番
号
を
使
用
し
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
、
携
帯

電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
を
除
き
、
特
定
端
末
設
備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
端
末
規
則
第
三
十
五
条
中
「
電
気
通
信
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
電
気
通
信
事
業
者
」
と
、
「

第
四
章
か
ら
前
章
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
第
三

十
六
条
の
九
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
五
章
及
び
第
七
章
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
） 

第
五
十
五
条 

第
三
十
五
条
（
第
二
号
及
び
第
五
号
に
限
る
。
）
、
第
三
十
五
条
の
二
の
六
、
第
三
十
五
条
の
三

（
第
五
号
を
除
く
。
）
、
第
三
十
五
条
の
十
九
の
二
の
規
定
は
、
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備

（
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
） 

第
五
十
五
条 

第
三
十
五
条
（
第
二
号
及
び
第
五
号
に
限
る
。
）
、
第
三
十
五
条
の
二
の
六
、
第
三
十
五
条
の
三

（
第
五
号
を
除
く
。
）
、
第
三
十
五
条
の
十
九
の
二
の
規
定
は
、
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
つ



  
 

及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
二
号
及
び
第
五
号
中
「
選

択
信
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
電
気
通
信
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
三
十
五
条
の
六
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
限
る
。
）
及
び
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
は
、
緊
急

通
報
を
扱
う
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

第
三
十
五
条
の
二
の
五
の
規
定
は
、
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
を
行
う
携
帯
電
話
用
設
備
、
特
定

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
五
条
第
二
号
及
び
第
五
号
中
「
選
択
信
号
」
と
あ
る
の
は
、

「
電
気
通
信
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
三
十
五
条
の
六
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
限
る
。
）
及
び
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
は
、
緊
急

通
報
を
扱
う
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

第
三
十
五
条
の
二
の
五
の
規
定
は
、
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
を
行
う
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ

Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 



  
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
付
し

た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
通
信
品
質
の
報
告
） 

第
七
条
の
五 

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第

二
十
七
条
の
二
第
二
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
毎
報
告

年
度
の
最
初
の
日
に
お
い
て
三
万
以
上
の
利
用
者
に
音
声
伝
送
役
務
を
提
供
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
設

備
を
介
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
品
質
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
七
の
三
に
よ
り
、
毎
報
告
年
度
経
過

後
三
月
以
内
に
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
通
信
品
質
の
報
告
） 

第
七
条
の
五 

音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第

二
十
七
条
の
二
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
毎
報
告

年
度
の
最
初
の
日
に
お
い
て
三
万
以
上
の
利
用
者
に
音
声
伝
送
役
務
を
提
供
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
設

備
を
介
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
の
品
質
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
七
の
三
に
よ
り
、
毎
報
告
年
度
経
過

後
三
月
以
内
に
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

様
式

第
2
7
の

３
（

第
７

条
の

５
関

係
）

 

［
表

略
］

 

注
１

 
二

線
式

ア
ナ

ロ
グ

電
話

用
設

備
、

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
、

電
気

通
信

番
号

規
則

別
表

第
1
号

に
掲

げ
る

固
定

電
話

番
号

を
使

用
し

て
電

気
通

信
役

務
を

提
供

す
る

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

用
設

備

、
携

帯
電

話
用

設
備

、
特

定
携

帯
電

話
用

設
備

及
び

P
H
S
用

設
備

ご
と

に
別

葉
と

す
る

こ
と

。
 

 
［

２
～

５
 

略
］

 

様
式

第
2
7
の

３
（

第
７

条
の

５
関

係
）

 

［
表

同
左

］
 

注
１

 
二

線
式

ア
ナ

ロ
グ

電
話

用
設

備
、

総
合

デ
ジ

タ
ル

通
信

用
設

備
、

電
気

通
信

番
号

規
則

別
表

第
1
号

に
掲

げ
る

固
定

電
話

番
号

を
使

用
し

て
電

気
通

信
役

務
を

提
供

す
る

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

電
話

用
設

備

、
携

帯
電

話
用

設
備

及
び

P
H
S
用

設
備

ご
と

に
別

葉
と

す
る

こ
と

。
 

 
［

２
～

５
 

同
左

］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


